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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（脳性まひ） 
 

 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害とは、主として脳性まひのことであり、脳の神

経制御機構の障害によって上肢の機能に異常が生じている場合（脳病変上肢機能障害）と、下肢や体幹

即ち移動機能に異常が生じている場合（脳病変移動機能障害)のそれぞれについて判定基準が設けられ

ている。しかし、このことは両者が障害種別的に異なったものであることを意味するものではなく、こ

れらはあくまでも判定基準上の区分であることを考慮に入れておく必要がある。 

 

（1）脳病変上肢機能障害 
 

 脳病変上肢機能障害で両上肢に機能障害がある場合は、紐むすびテスト（5 分間に長さが概ね 43 ㎝

のとじ紐を何本結ぶことがでるかを検査するもの）の結果によって、また、一上肢の機能のみに障害が

ある場合は、5 つの生活関連動作（1.封筒を鋏で切る時に固定する、2.財布からコインを出す、3.傘を

さす、4.健側の爪を切る、5.健側のそで口のボタンをとめる）のいずれが出来るかによってそれぞれ障

害等級を判定する。 

 

＜1 級＞ 

 1 級は、両上肢の機能に障害があり、上述した紐結びテストの成績が 19 本以下のものを指すが、今

回の事例では該当者は居なかった。 

 

＜2 級＞ 

 2 級の脳原性運動障害者は、両上肢に機能障害のあるものは紐結びテストの成績が 33 本以下、一上

肢に機能障害があるものは上記の 5つの動作の全てが出来ないものであり、上肢を使用する日常生活動

作が非常に制限された状態にある。 

 雇用事例がいずれの等級に関しても、充分入手できなかったため、一般化して論じることは出来ない

が、企業が雇用に際して配慮している配慮内容の中には、キーボードを足で操作できるように改善した

り、片手で作業できる仕事（ワープロ業務）へ配転するといったものもあり、上肢機能を何らかの方法

で補完したり、あるいは上肢の使用負担を軽減する配慮を行うことによって事務的な作業の遂行を可能

にしている事例もあった。 

 

＜3 級＞ 

 3 級の場合、両上肢障害の場合は、紐結びテストの成績が 47本以下、一上肢障害の場合は、上記の 5

動作のうち、どれか 1動作しかできないもので、上肢を使用する日常生活は著しく制限されるが、全く

不可能だと言うわけではない。企業の配慮内容の中では、重量物の運搬が出来ないために、配置換えを

したというものもあったが、相談員や専任カウンセラーを配置したり、家族との連携、職員の教育・啓
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蒙、緊急時の介助者の指定といった、人的な支援体制に関わる配慮が比較的多く行われている。 

 

＜4 級～6級＞ 

 4 級から 6 級の場合も、紐結びテストの成績と上記 5 つの生活関連動作の可否によって定義されてい

る。企業が回答してきた配慮内容としては上肢の機能障害に直接関連するものというより、人的環境を

整備し、情意的な面に配慮するという傾向のものが多かった。 

 

（2）脳病変移動機能障害 
 

 脳病変運動機能障害者の等級は、歩行能力や立位の維持、椅子からの立ち上がりの可否等によって判

定される。 

 

＜1 級＞ 

 1 級の場合は、つたい歩きを含めて歩行がいっさい出来ない状態にあり、立位を保持することも、椅

子から立ち上がることもできず、多くが車椅子の利用者である。雇用事例は少なかったが、配慮内容と

しては通勤、健康管理、コミュニケーションヘの配慮のほか、スロープや自動ドアの設置、研修時の移

動経路やスペースの配慮といった車椅子での移動、歩行に関するものが多かった。 

 

＜2 級＞ 

 2 級の場合は、つたい歩きが可能であるが直立の保持が出来ず移動に関してはやはり車椅子の利用が

主になる。企業から寄せられた配慮内容の中にも車椅子用トイレを設置したり、車椅子がすれ違うこと

が出来るように廊下や通路を広めにしたり、段差にスロープを設置するといった、主に車椅子利用者を

想定したものが多く、ほぼ 1級と同様の配慮となっている。 

 

＜3 級＞ 

 3 級の場合は、支持なしで立位を保持し、その後 10m は歩行できるが、椅子から立ち上がったり椅子

に座ったりする動作が出来ない。1 級、2 級と同様に、車椅子を使用する場合が多いが、近距離であれ

ば自力歩行も可能である。具体的に企業が配慮している内容は、やはり段差の解消といったような車椅

子での移動に配慮したものがある一方で、手摺の設置といった、車椅子を使用しない移動に配慮したも

のもあった。 

 

＜4 級～6級＞ 

 4 級から 6 級までの場合は、車椅子に依存せずに歩行することがある程度可能であり、配慮内容も障

害者自身の情意的な面でのバックアップや、作業の負担を軽減するといったものが多かった。 
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